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(57)【要約】
【課題】車両に敷設された複数のケーブル間の電磁ノイ
ズの伝搬を抑制することのできる鉄道車両を提供する。
【解決手段】本発明の鉄道車両は、集電装置（５７）か
ら入力された交流電力を変圧する変圧器（５３）と、変
圧器の二次巻線（Ｂ）側に第一ケーブル（４２）を介し
て接続された電力変換装置（５２）と、変圧器の三次巻
線（Ｃ）側に第二ケーブル（４６）を介して接続された
補機（５８）と、第一ケーブルと第二ケーブルとの間で
電磁ノイズが伝搬するのを抑制するノイズ伝搬抑制構造
体（７０）と、を備え、ノイズ伝搬抑制構造体は、第一
ケーブルおよび第二ケーブルを下方から受ける導電性の
樋状部材（７１）と、第一ケーブルと第二ケーブルとを
仕切る導電性の仕切り部（７５）と、を有する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両と、
　架線から交流電力を集電する集電装置と、
　前記集電装置と一次巻線側で接続され、前記集電装置から入力された交流電力を変圧す
る変圧器と、
　前記変圧器の二次巻線側に第一ケーブルを介して接続され、主電動機を駆動する電力変
換装置と、
　前記変圧器の三次巻線側に第二ケーブルを介して接続され、前記変圧器から電力を受け
て作動する補機と、
　前記第一ケーブルと前記第二ケーブルとの間で電磁ノイズが伝搬するのを抑制するノイ
ズ伝搬抑制構造体と、を備え、
　前記ノイズ伝搬抑制構造体は、
　前記車両の底部に取り付けられ、水平方向に互いに間隔を空けて並走する前記第一ケー
ブルおよび前記第二ケーブルを下方から受ける導電性の樋状部材と、
　前記第一ケーブルと前記第二ケーブルとを仕切る導電性の仕切り部と、を有することを
特徴とする鉄道車両。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記主電動機と前記電力変換装置との間を接続する三相出力線は、前記第一ケーブル側
の前記導電性の樋状部材に取り付けられ、前記第二ケーブルとの間に前記導電性の仕切り
部を有することを特徴とする鉄道車両。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記仕切り部は、前記車両の底部に電気的に接続された状態で固定される固定部を有す
ることを特徴とする鉄道車両。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記固定部は、前記車両の底部に金属製のボルトを介して固定されることを特徴とする
鉄道車両。
【請求項５】
　請求項１において、
　前記仕切り部は、前記第二ケーブルより前記第一ケーブルに近い位置に配置されること
を特徴とする鉄道車両。
【請求項６】
　請求項１において、
　前記仕切り部は、導電性の金具から成り、前記樋状部材と別体で構成されることを特徴
とする鉄道車両。
【請求項７】
　車両と、
　架線から交流電力を集電する集電装置と、
　前記集電装置と一次巻線側で接続され、前記集電装置から入力された交流電力を変圧す
る変圧器と、
　前記変圧器の二次巻線側に第一ケーブルを介して接続され、主電動機を駆動する電力変
換装置と、
　前記変圧器の三次巻線側に第二ケーブルを介して接続され、前記変圧器から電力を受け
て作動する補機と、
　前記第一ケーブルと前記第二ケーブルとの間で電磁ノイズが伝搬するのを抑制するノイ
ズ伝搬抑制構造体と、を備え、
　前記ノイズ伝搬抑制構造体は、
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　前記車両の底部に取り付けられ、上下方向に互いに間隔を空けて並走する前記第一ケー
ブルおよび前記第二ケーブルのうち一方を下方から受ける導電性の第一樋状部材と、他方
を下方から受ける導電性の第二樋状部材と、を有することを特徴とする鉄道車両。
【請求項８】
　請求項７において、
　前記主電動機と前記電力変換装置との間を接続する三相出力線は、前記導電性の第一樋
状部材と前記導電性の第二樋状部材のうち前記第一ケーブルを受ける側の樋状部材に取り
付けられ、前記三相出力線と前記第二ケーブルのうち一方を下方から受ける前記導電性の
第一樋状部材と、他方を下方から受ける前記導電性の第二樋状部材と、を有することを特
徴とする鉄道車両。
【請求項９】
　請求項７において、
　前記第一樋状部材と前記第二樋状部材とは、前記第一ケーブルおよび前記第二ケーブル
の長手方向に沿って交互に配置されることを特徴とする鉄道車両。
【請求項１０】
　請求項８において、
　前記第一ケーブルは前記第二ケーブルより上方に配索されることを特徴とする鉄道車両
。
【請求項１１】
　車両と、架線から交流電力を集電する集電装置と、前記集電装置と一次巻線側で接続さ
れ、前記集電装置から入力された交流電力を変圧する変圧器と、前記変圧器の二次巻線側
に第一ケーブルを介して接続され、主電動機を駆動する電力変換装置と、前記変圧器の三
次巻線側に第二ケーブルを介して接続され、前記変圧器から電力を受けて作動する補機と
、を備えた鉄道車両に用いられ、前記第一ケーブルと前記第二ケーブルとの間で電磁ノイ
ズが伝搬するのを抑制するノイズ伝搬抑制構造体であって、
　前記車両の底部に取り付けられ、水平方向に互いに間隔を空けて並走する前記第一ケー
ブルおよび前記第二ケーブルを下方から支持する導電性の樋状部材と、
　前記第一ケーブルと前記第二ケーブルとを仕切る導電性の仕切り部と、を有することを
特徴とするノイズ伝搬抑制構造体。
【請求項１２】
　請求項１１において、
　前記仕切り部は、前記車両の底部に電気的に接続された状態で固定される固定部を有す
ることを特徴とするノイズ伝搬抑制構造体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄道車両および鉄道車両に好適なノイズ伝搬抑制構造体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気鉄道は架線とレールを介して供給される電力によって駆動される。この架線やレー
ルには、変電所の電力変換器が発生する電磁ノイズや、鉄道車両の駆動用インバータが発
生する電磁ノイズに加え、パンタグラフが架線から離線することに伴い発生する電磁ノイ
ズや、帰線電流が車輪とレールとの接触状態によって断続的に流れることにより発生する
ノイズなど、様々なノイズが重畳することがある。
【０００３】
　電気鉄道は車両毎に実装部品が異なるため、電源供給線や接地線等のケーブルは車間を
渡って車両全体に引き回される。車両の駆動インバータ、トランス、モータ等から漏れる
電磁ノイズがケーブルに伝わると、車両全体にノイズが伝搬し、鉄道車両内外のセンサや
、通信機器、踏切制御子等の信号設備を誤動作させる虞がある。
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【０００４】
　こういったノイズ伝搬を抑制する技術として、例えば特許文献１には、「各配線間の離
隔距離を確保したまま各配線を車両制御機器箱に引き込み接続するために、車両制御機器
箱の天井部に開口部を設ける」ことが記載されている。この特許文献１によれば、車両制
御機器箱のコネクタ部分に関する配線間のノイズ伝搬を抑制する効果は期待できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１６８５３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１は、車両に敷設後に並走するケーブル（配線）間のノイズ伝
搬を抑制することについて何ら言及されておらず、このノイズ伝搬を抑制するための対策
を講じることは重要である。また、実際の鉄道車両では、ケーブルの十分な敷設スペース
を確保できないこと、ケーブルの放熱性を考慮しなければならないことなどの理由から、
ケーブルをシールドダクトで完全に覆うことは非現実的であり、簡単な構成でケーブル間
の電磁ノイズの伝搬を効果的に抑制することが求められる。
【０００７】
　本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであって、その目的は、車両に
敷設された複数のケーブル間の電磁ノイズの伝搬を抑制することのできる鉄道車両を提供
することにある。また、鉄道車両に用いられ、車両に敷設された複数のケーブル間の電磁
ノイズの伝搬を抑制することのできるノイズ伝搬抑制構造体を提供することも、本発明の
別の目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、代表的な本発明は、車両と、架線から交流電力を集電する
集電装置と、前記集電装置と一次巻線側で接続され、前記集電装置から入力された交流電
力を変圧する変圧器と、前記変圧器の二次巻線側に第一ケーブルを介して接続され、主電
動機を駆動する電力変換装置と、前記変圧器の三次巻線側に第二ケーブルを介して接続さ
れ、前記変圧器から電力を受けて作動する補機と、前記第一ケーブルと前記第二ケーブル
との間で電磁ノイズが伝搬するのを抑制するノイズ伝搬抑制構造体と、を備え、前記ノイ
ズ伝搬抑制構造体は、前記車両の底部に取り付けられ、水平方向に互いに間隔を空けて並
走する前記第一ケーブルおよび前記第二ケーブルを下方から受ける導電性の樋状部材と、
前記第一ケーブルと前記第二ケーブルとを仕切る導電性の仕切り部と、を有することを特
徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、車両に敷設された複数のケーブル間の電磁ノイズの伝搬を抑制するこ
とができる。なお、上記した以外の課題、構成および効果は、以下の実施形態の説明によ
り明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第一実施形態に係る鉄道車両の全体構成図である。
【図２】図１に示す鉄道車両のケーブル配索構造を示す断面図である。
【図３】本発明の第一実施形態に係る電線トイの構造を示す（ａ）断面図および（ｂ）平
面図である。
【図４】シミュレーションの解析モデルを示す図であり、（ａ）従来構造の解析モデル、
（ｂ）本発明の解析モデルを示す。
【図５】図４に示す解析モデルを用いてシミュレーション解析の結果を示す図である。
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【図６】第一実施形態に係る電線トイの変形例を示す断面図である。
【図７】第一実施形態に係る電線トイとその変形例に係る電線トイとを組み合わせた使用
例を示す平面図である。
【図８】本発明の第二実施形態に係る電線トイの断面図である。
【図９】本発明の第三実施形態に係る電線トイの構造を示す（ａ）断面図および（ｂ）側
面図である。
【図１０】本発明の第四実施形態に係る電線トイの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施形態を説明する
ための全図において、同一部分には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの説明は
省略する。
【００１２】
　「第一実施形態」
　図１は、本発明の第一実施形態に係る鉄道車両の全体構成図である。図１に示す鉄道車
両は、複数の車両５１と、架線１０から交流電力を集電するパンタグラフ（集電装置）５
７と、トランス（変圧器）５３と、車輪５５を駆動する主電動機５４と、主電動機５４を
駆動する電力変換器（電力変換装置）５２と、換気空調装置などの補機５８と、車上子５
６と、詳しくは後述する電線トイ（ノイズ伝搬抑制構造体）７０と、を備える。
【００１３】
　トランス５３は、その一次巻線Ａの一端側がパンタグラフ５７と接続され、パンタグラ
フ５７から入力された交流電力を変圧する。また、トランス５３の一次巻線Ａの他端側は
車両接地線４４と接続され、接地抵抗器４７を介して車両５１と接続される。
【００１４】
　電力変換器５２は、トランス５３の二次巻線Ｂ側に電源入力線（第一ケーブル）４２を
介して接続される。電力変換器５２はコンバータとインバータから構成され、コンバータ
はトランス５３の二次巻線Ｂ側から入力された交流電圧を所望の直流電圧に変化する。イ
ンバータはコンバータで変換された直流電圧を任意の電圧および周波数の交流電圧に変換
し、主電動機５４へ出力する。また、補機５８はトランス５３の三次巻線Ｃ側と車両配線
（第二ケーブル）４６を介して接続され、トランス５３からの電力を受けて作動する。
【００１５】
　なお、図１では、本実施形態に係る電力変換器５２の例として、交流入力の電気車に適
用する場合を一例として示したが、本発明は地下鉄等に多用される直流電気車に対しても
同様に適用することができる。
【００１６】
　図１の例では、トランス５３や電力変換器５２の大型装置は、設置スペースが限られる
ため、異なる車両５１に設置される。そのため、トランス５３と電力変換器５２の間を接
続する電源入力線４２は、車両５１を渡って配索される。また、電力変換器５２と主電動
機５４との間は三相出力線４３で接続され、車両５１内に敷設される。電力変換器５２を
設置していない車両５１の主電動機５４を駆動する場合、主電動機５４と電力変換器５２
間を接続する三相出力線４３も、車両５１を渡って配索される。また、補機５８は各車両
５１に配置され、トランス５３からの電力を得るために補機５８に接続される車両配線４
６は、車両５１を渡って配索される。
【００１７】
　鉄道車両の場合、例えば車両駆動用のインバータや電源電圧生成用のコンバータなど電
力変換器５２がノイズ源となり、これら電力変換器５２が発生する電磁ノイズが、電力変
換器５２と接続される電源入力線（第一ケーブル）４２および三相出力線４３（以下、こ
れらをまとめて「主回路配線４１」と言う場合がある）に伝搬する。そのため、主回路配
線４１と並走する車両配線（第二ケーブル）４６に主回路配線４１からの電磁ノイズが伝
搬する虞がある。そこで、かかる電磁ノイズの伝搬を抑制するために、本実施形態ではノ
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イズ伝搬抑制構造体である電線トイ７０を設置している。以下、電線トイ７０の詳細につ
いて図を参照して説明する。
【００１８】
　図２は図１に示す鉄道車両のケーブル配索構造を示す断面図、図３は本発明の第一実施
形態に係る電線トイの構造を示す（ａ）断面図および（ｂ）平面図である。ノイズ伝搬抑
制構造体である電線トイ７０は、ケーブル（主回路配線４１、車両配線４６）を車両５１
の底部を構成する導電性の筐体１２に固定するための導電性の配線用ダクトである。図２
および図３に示すように、車両５１の底部への固定のため、主回路配線４１（電源入力線
４２、三相出力線４３）および車両配線４６が電線トイ７０に敷設されている。
【００１９】
　図３に示すように、電線トイ７０は、ケーブルの長手方向に沿って所定の間隔を空けて
複数設けられる。電線トイ７０は、断面略Ｕ字状の２つの屈曲部、すなわち第一屈曲部７
１ａおよび第二屈曲部７１ｂが形成された樋状部材７１と、第一屈曲部７１ａと第二屈曲
部７１ｂとを仕切る仕切り部７５と、を有して構成される。樋状部材７１および仕切り部
７５は導電性材料から成り、一体で構成される。なお、第一屈曲部７１ａおよび第二屈曲
部７１ｂは、ケーブルを受けることができる形状であれば、Ｕ字状でなくて良い。
【００２０】
　主回路配線４１と車両配線４６とは水平方向に互いに間隔を空けて配索されており、第
一屈曲部７１ａが車両配線４６を下方から受け入れ、第二屈曲部７１ｂが主回路配線４１
を下方から受け入れている。そして、主回路配線４１と車両配線４６とは、仕切り部７５
によって物理的に遮蔽されている。
【００２１】
　仕切り部７５の上端部には、筐体１２に固定される固定部としての平坦面７６が形成さ
れている。この平坦面７６が金属製のボルト７２を介して筐体１２に固定されると、筐体
１２と平坦面７６とが電気的に接続される。なお、平坦面７６が筐体１２に当接して電気
的に接続された状態が保持可能な構成であるならば、ボルト７２で平坦面７６を筐体１２
に固定しなくて良い。また、ボルト７２による固定を省略するために、仕切り部７５の上
端部に弾性力を持たせ、この上端部を筐体１２に押圧して電気的接続状態を保持するよう
にしても良い。
【００２２】
　このように構成された電線トイ７０は、主回路配線４１および車両配線４６に沿って配
置された一対のアングル３０に下方から当接し、樋状部材７１の左右の端部と平坦面７６
との３箇所をボルト７２で筐体１２に締結することで、筐体１２に固定される。
【００２３】
　次に、電線トイ７０のノイズ伝搬抑制効果を検証するために行ったシミュレーション解
析の結果について説明する。図４は（ａ）従来構造と（ｂ）本発明とのシミュレーション
解析モデルを示す図であり、図５はそのシミュレーション解析の結果を示す図である。図
４に示すように、励振配線である主回路配線４１の一端に負荷（１００ｐＦ）をかけ、他
端を励振源（１Ｖ）とし、受け側配線である車両配線４６の両端に負荷（１００ｐＦ）を
かけた条件でシミュレーション解析を行った。その結果、図５に示すように、電線トイ７
０を設けた場合における車両配線４６（受け側配線）の端子電圧は、従来構造の場合と比
べて大幅に低減されることが分かった。
【００２４】
　この理由は、主回路配線４１にノイズ電流が流れることで発生する誘導電流が平坦面７
６と筐体１２とを固定しているボルト７２にも流れるため、電線トイ７０に流れる誘導電
流が増加するからである。
【００２５】
　このシミュレーション解析の結果から明らかなように、本実施形態に係る電線トイ７０
によれば、仕切り部７５によって主回路配線４１と車両配線４６との距離が隔てられるう
え、仕切り部７５と筐体１２とが電気的に接続されることにより、主回路配線４１から車
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両配線４６へのノイズ伝搬を大幅に抑制することができる。しかも、電線トイ７０をケー
ブルに沿って適宜配置するだけで良いので、重量の増加を抑えることもできる。なお、図
１０に示すように、電線トイ７０は、仕切り部７５によって主回路配線４１から車両配線
４６へのノイズ伝搬を抑制できるため、ケーブルの長手方向に沿って間隔を空けずに設け
ても良い。すなわち、図３に示す複数の電線トイ７０をケーブルの長手方向に繋げて一体
にしたトレー型の電線トイ７０（図１０）としても良い。
【００２６】
　なお、仕切り部７５の位置はなるべく主回路配線４１に近い方が望ましい。これにより
、主ノイズ伝搬経路である主回路配線４１と電線トイ７０が近接し、電線トイ７０に流れ
る誘導電流が増加するため、車両配線４６への電磁結合ノイズ伝搬をより効果的に抑制で
きるからである。この理由から、本実施形態では仕切り部７５を主回路配線４１に近い側
（図３における右側）に配置される構成としている。勿論、樋状部材７１の略中央に仕切
り部７５を設けても、ノイズ伝搬を抑制する効果は期待できる。
【００２７】
　次に、第一実施形態に係る電線トイ７０の変形例について説明する。図６は、第一実施
形態に係る電線トイの変形例を示す断面図である。図６に示すように、変形例に係る電線
トイ７０－１は、仕切り部７５ａが筐体１２に固定されておらず、仕切り部７５ａの平坦
面７６と筐体１２との間に僅かの隙間を有している点で第一実施形態と構成上の相違があ
る。この変形例に係る電線トイ７０－１においても、仕切り部７５ａにより主回路配線４
１と車両配線４６との間が物理的に離隔され、ノイズ伝搬を抑制することができる。
【００２８】
　図７は、第一実施形態に係る電線トイ７０とその変形例に係る電線トイ７０－１とを組
み合わせた使用例を示す平面図である。図７に示すように、電線トイ７０と電線トイ７０
－１とをケーブルの長手方向に交互に設ける構成としても良い。このように構成すると、
全て電線トイ７０を設ける場合と比べて、筐体１２へ固定するボルト７２の数が少なくな
るため、作業性が向上するといった利点がある。
【００２９】
　「第二実施形態」
　次に、本発明の第二実施形態に係る電線トイ１７０について図を用いて説明する。図８
は本発明の第二実施形態に係る電線トイ１７０の断面図である。図８に示すように、電線
トイ１７０は、導電性材料から成り、断面略Ｕ字状に屈曲した樋状部材１７１を有してい
る。主回路配線４１および車両配線４６は樋状部材１７１に受け入れられて配索される。
【００３０】
　そして、第二実施形態では、導電性材料から成るＬ字型の金具１７３が樋状部材１７１
に別体で設けられている。この金具１７３は、主回路配線４１と車両配線４６との間で、
主回路配線４１に近い位置に配置され、主回路配線４１と車両配線４６とを仕切っている
。
【００３１】
　この第二実施形態の構成によっても、金具１７３を介して電線トイ１７０に流れる誘導
電流が増加するため、主回路配線４１から車両配線４６に電磁ノイズが伝搬するのを抑制
できる。なお、金具１７３は別体で構成されるため、その材料はノイズ伝搬抑制効果を考
慮して適宜選択することができる。よって、金具１７３の材料は、樋状部材１７１と同じ
であって良く、あるいは樋状部材１７１より導電性の高い材料を用いることもできる。
【００３２】
　「第三実施形態」
　次に、本発明の第三実施形態に係る電線トイ２７０について説明する。図９は本発明の
第三実施形態に係る電線トイ２７０の構造を示す図であって、（ａ）は断面図、（ｂ）は
側面図である。
【００３３】
　第三実施形態では、電線トイ２７０が、上下に間隔を空けて並走させた主回路配線４１
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と車両配線４６とを下方から受け入れる構成となっている点に特徴がある。
【００３４】
　具体的には、電線トイ２７１は、導電性材料から成る断面略Ｕ字状の第一樋状部材２７
１ａと、第一樋状部材２７１ａの上方に配置され、導電性材料から成る断面略Ｕ字状の第
二樋状部材２７１ｂとを備える。第一樋状部材２７１ａは車両配線４６を受け入れ、第二
樋状部材２７１ｂは主回路配線４１を受け入れる。よって、図９（ａ）に示すように、主
回路配線４１と車両配線４６とは第二樋状部材２７１ｂによって上下方向に仕切られてい
る。
【００３５】
　また、図９（ｂ）に示すように、第一樋状部材２７１ａと第二樋状部材２７１ｂとは、
主回路配線４１および車両配線４６の長手方向に沿って交互に位置をずらして配置される
。なお、本実施形態では、主回路配線４１を車両配線４６より上方で筐体１２になるべく
近い位置に配置している。この理由は、筐体１２に流す誘導電流が増加し、主回路配線４
１と車両配線４６との間のノイズ伝搬をより効果的に抑制できるためである。
【００３６】
　この第三実施形態の構成によれば、第一樋状部材２７１ａと第二樋状部材２７１ｂとを
ケーブルに沿って交互に配置しているため、主回路配線４１にノイズ電流が流れ、主回路
配線４１がアンテナとなって放射するレール５９方向への電磁ノイズに対して、電線トイ
２７０で遮蔽できる。よって、レール５９に配置される地上の信号機器へのノイズを低減
することができる。
【００３７】
　以上説明したように、上記した各実施形態によれば、導電性の電線トイを車両５１の底
部に簡単に取り付けるだけで、既存の鉄道車両に配索された主回路配線４１と車両配線４
６との間での電磁ノイズの伝搬を効果的に抑制できる。
【００３８】
　なお、本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる
。例えば、上記した実施形態は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したもの
であり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、あ
る実施形態の構成の一部を他の実施形態の構成に置き換えることが可能であり、また、あ
る実施形態の構成に他の実施形態の構成を加えることも可能である。また、各実施形態の
構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
【００３９】
　例えば、鉄道車両には多数のケーブルが配索されており、電磁ノイズが伝搬する可能性
のあるケーブル全てに対して、本発明に係るノイズ伝搬抑制構造体を適用することができ
る。また、複数のケーブルを束ねた構成であっても、本発明を適用することで、上記実施
形態と同様にケーブル束の間でのノイズ伝搬を抑制できる。
【符号の説明】
【００４０】
　１０　架線
　４１　主回路配線
　４２　電源入力線（第一ケーブル）
　４３　三相出力線
　４６　車両配線（第二ケーブル）
　５１　車両
　５２　電力変換器（電力変換装置）
　５３　トランス（変圧器）
　５４　主電動機
　５７　パンタグラフ（集電装置）
　５８　補機
　７０，７０－１，１７０，２７０　電線トイ（ノイズ伝搬抑制構造体）
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　７１ａ　第一屈曲部
　７１ｂ　第二屈曲部
　７１，１７１　樋状部材
　７２　ボルト
　７５　仕切り部
　７５ａ　仕切り部
　７６　平坦面（固定部）
　１７３　金具
　２７１ａ　第一樋状部材
　２７１ｂ　第二樋状部材

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】
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